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Ｍ-29 印象採得又は咬合採得と仮床試適 

 

《令和３年９月７日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、同日に、印象採得又は咬合採得と仮床試適の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

一日二度来院等の診療状況によっては、同日に、咬合採得後の仮床試適

又は仮床試適後の印象採得を行うことが臨床上あり得るものと考えられ

る。 


